
青木村自転車用ヘルメット購入補助金要綱 

令 和 ２ 年 1 2月 1 5日  

(目 的 )  

第 １ 条  こ の 補 助 金 交 付 要 綱 は 、 自 転 車 を 利 用 す る 村 民 の 事 故 に よ る 受 傷

を 防 止 す る た め の 自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト （ 以 下 「 ヘ ル メ ッ ト 」 と い う 。 ）

の 普 及 を 目 的 と し 、 ヘ ル メ ッ ト 購 入 に 要 す る 費 用 の 一 部 に 補 助 金 を 交 付

し 、 交 通 事 故 の 被 害 か ら 守 る と と も に 交 通 安 全 意 識 を 高 め る こ と を 目 的

と す る 。  

(対 象 者 )  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 を い

う 。   

(１ )  青 木 村 に 住 所 を 有 す る 、 高 校 生 以 上 の 者  

(２ )  村 税 等 の 滞 納 が な い こ と  

(補 助 範 囲 )  

第 ３ 条  １ 人 に つ き １ 回 の 補 助 と す る 。  

２  ３ ， ０ ０ ０ 円 を 上 限 と し 、 購 入 費 の ２ 分 の １ を 補 助 す る 。 た だ し 、 そ

の 額 に １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 に 加 入 し て い る 者 。  

４  購 入 し た ヘ ル メ ッ ト が Ｓ Ｇ マ ー ク 、 Ｃ Ｅ マ ー ク 等 の 安 全 基 準 に 適 合 し

て い る こ と 。  

(申 請 手 続 )  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 補 助 対 象 者 は 、 ヘ ル メ ッ ト を 購 入

し た 日 か ら ３ カ 月 以 内 に 、 青 木 村 自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト 購 入 補 助 金 交 付 申

請 書 兼 請 求 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に ヘ ル メ ッ ト 購 入 時 の 領 収 書 及 び 保 証 書 （

写 し 可 ） を 添 え て 、 役 場 へ 提 出 す る こ と 。  

(補 助 金 の 交 付 )  

第 ５ 条  提 出 さ れ た 申 請 書 を 審 査 後 、 申 請 者 の 口 座 へ 振 込 む 方 法 に よ り 交

付 す る 。  

(補 則 )  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 村 長 が 定 め る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


